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第１１回 井泉小学校・三田ヶ谷小学校・村君小学校再編成準備委員会 

 

会 議 録 

日 時 令和６年１１月１３日（水） 午後６時３０分～午後７時１０分 

場 所 井泉公民館 講堂 

委   員 

鳥海委員長、藤間副委員長、高野副委員長、蓮見委員、野中委員、 

平野委員、福地委員、今成委員、田口委員、島村委員、齋藤委員、  

栗原委員 

事 務 局 
橋本学校教育部長、米花教育総務課長、蓮見学校教育課長、 

佐藤生涯学習課長、平川教育総務課総務係長 

会議の内容 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

（１）各専門部会の進捗状況について 

（２）その他 

４ 閉会 

会 議 録 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

３ 議事 

（１）各専門部会

の進捗状況につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

司 会 

 

 

委員長 

 

司 会 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

 

 

 

 

第１１回井泉小学校・三田ヶ谷小学校・村君小学校

再編成準備委員会を開会する。 

 

＜鳥海委員長あいさつ＞ 

 

議事については鳥海委員長にお願いする。 

 

議事に入る。本日の会議の目的は、各専門部会の進

捗状況の確認についてである。 

議事（１）各専門部会の進捗状況について、学校運

営部会の報告を事務局から説明を求める。 

 

第１１回学校運営部会を令和６年１０月９日（水）

に開催した。 

 学校運営部会資料の再編成だより第７号に記載の

とおり、校章デザインを決定した。投票方法について

協議していたが、３校児童による投票の結果、１回の

投票で過半数の１９２票を獲得したデザインに決定

した。作成者は、岩手県一関市在住の伊藤勝則氏で、
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委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

全国で実施している校章デザインに多数応募し、複数

のデザインが採用されている方である。 

 次に、校歌の作詞・作曲者についてである。 

令和６年５月２２日開催の再編成準備委員会にお

いて、橋本祥路氏に依頼することが承認された。また、

令和６年７月２４日に開催された羽生市総合教育会

議においても、橋本祥路氏に依頼することが決定し

た。 

校歌の業務依頼の内容である。 

校歌の制作について橋本祥路氏から承諾を得るこ

とができた。予算額は８８万円であり、作詞・作曲と

も、音程や歌詞等、子どもたちの歌いやすさを重視し

つつ、３校の特色を考慮した内容にするものとしてい

る。制作時期は、これまでの協議内容のとおり、令和

７年１２月２４日までに納品することで了承を得て

いる。 

制作スケジュ－ルについてである。 

１１月に橋本氏による学校・地域訪問を行う。１１

～１２月にかけて３校児童によるアンケ－トを実施

し、校歌に入れてほしい言葉について希望を聞く予定

である。令和７年１２月までに校歌を完成し、橋本氏

による校歌の歌唱指導を実施し、新校最初の卒業生を

新しい校歌で送り出せるよう進める。なお、１１月の

橋本氏の学校・地域訪問については１１月１２日に行

い、３校の様子を確認し、地域の特色ある施設を回っ

た。 

 学校運営部会からの報告は、以上である。 

 

 事務局の説明に対し、意見・質問を求めた。 

 

 ＜特になし＞ 

 

学校運営部会の決定事項について、承認してよい

か。 

 

＜はいの声多数あり＞ 
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委員長 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校運営部会の決定事項を承認する。 

次に、通学部会について事務局から説明を求める。 

 

第１１回通学部会を令和６年１０月２３日（水）に

開催した。 

スク－ルバス運行経路・バス停位置について、通学

部会資料の２、運行経路図、バス停位置図にあるとお

り、運行経路、バス停位置を決定した。 

前回の会議と変更になった部分についてである。 

Ａル－トについては、出発地点を北袋集会所とし

た。Ａ－３神鳥バス停については、喜右エ門新田研修

所への変更を検討していたが、バスの試走を行ったと

ころ敷地内でバスを複数回切り返す必要があること

から、神鳥バス停のまま変更しないことにした。 

Ｂル－トについては、Ｂ－３三田ヶ谷消防センタ－

について、児童が降車するスペ－スを十分に確保する

ため、第４保育所から移動した。 

Ｃル－トについては、Ｃ－４㈱ヤマックスを追加し

た。これにより、従来の案ではＣ－１㈱トレンディで

バスに乗る必要があったが、県道を渡ることなくバス

に乗車することができ、通学時間を短縮することがで

きた。 

次に、スク－ルバス運行の手引き（案）についてで

ある。 

この手引きは、主に保護者に説明する資料として作

成したものである。前回会議での協議結果を基に修正

し、資料１のとおり決定した。資料の中には登校時の

バス時刻表やバス停の位置の写真などを別添として

追加している。実際のバス停では、そこがバス停であ

るという表示をしないため、保護者にバス停の位置を

細かい写真で確認してもらう。 

スク－ルバスの利用に当たっては、利用届出書を提

出してもらうが、この手引きと合わせてＰＴＡ等の機

会を通じ、保護者に直接説明することにしている。 

通学部会からの報告は、以上である。 
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委員長 

 

委員 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

委員 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

委員 

 

 事務局の説明に対し、意見・質問を求めた。 

 

 ＪＡほくさい旧羽生北支店のバス停について、入

口は県道からなのか。また、出口と入口は別なのか。 

 

 入口は南側の県道から右折で入り、バックで所定の

位置に停車する。ＪＡほくさい旧羽生北支店は、１階

部分を事務所として使用するため、職員用駐車場も確

保する必要があることから、ＪＡと調整し、バス停

の位置を決定した。 

 

バスが入るのも出るのも、県道側からということ

か。 

 

その予定である。運行上支障があれば検討するが、

今の予定では全て県道から出入りする。 

 

 県道から右折して入るということか。 

 

 そのとおりである。 

 

 

 保護者説明会は行ったのか。 

 

村君小については、令和６年１１月２日（土）に事

務局が説明をした。現在、利用届出書が提出されてき

ている。 

 

三田ヶ谷小は、１１月３０日（土）の参観のときに

行う予定である。 

 

井泉小は、１２月７日（土）で調整中である。 

 

 

各学校において、事務局が説明するということか。 
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事務局 

(教育総務課長) 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのとおりである。 

 

 

他に通学部会の決定事項について承認してよいか

か。 

 

＜はいの声多数あり＞ 

 

通学部会の決定事項を承認する。 

次に、ＰＴＡ部会について事務局からの説明を求め

る。 

 

 第１０回ＰＴＡ部会を令和６年１０月１６日（水）

に開催した。 

 羽生東小ＰＴＡ役員（案）についてである。 

 学校ごとに、井泉地区、三田ヶ谷地区、村君地区と

あるが、それぞれの地区会長について、資料のとおり

とする案で決定した。 

羽生東小ＰＴＡ会長は、現在の井泉小ＰＴＡ会長を

羽生東小ＰＴＡ会長案とすることを決定した。 

役員免除の確認についてである。 

新校ＰＴＡ役員選出時の規約（案）のうち、主に中

段の役員免除の規定について協議し、修正した。 

「新年度に未就学児（小学校入学前の幼児）がいる

方」は、「新年度に未就学児（幼稚園、保育所、保育園、

認定こども園に通っていない子）がいる方」に修正し

た。４項目目は、おやじの会の会員の同一家庭内の会

員に修正した。おやじの会についてはＰＴＡ会則に規

定し、会員は、副会長の推薦により選出することとし

た。 

今後のスケジュールについてである。 

３校ＰＴＡにおいて、各校のＰＴＡの解散及び羽生

東小ＰＴＡ設立等について決議することとした。 

なお、議決については、意思確認が可能であれば紙

ベースではなく、インターネットの使用も可能である
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委員長 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

 

委員 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

(学校教育課長) 

 

 

 

 

 

ことを確認した。 

ＰＴＡ部会からの報告は、以上である。 

  

事務局の説明に対し、意見・質問を求めた。 

 

 役員免除の規定について、今回役員免除になる人も

「新年度に未就学児（小学校入学前の幼児）がいる方」

と記載されているが、これは「新年度に未就学児（幼

稚園、保育所、保育園、認定こども園に通っていない

子）がいる方」に変わるのか。 

 

そのとおりである。ＰＴＡ部会で使用した資料であ

り、修正前のものである。ＰＴＡ部会での協議の結果、

本日配布した再編成準備委員会資料に変わった。 

 

各校のＰＴＡの解散及び羽生東小のＰＴＡ設立に

ついての議決について、年度内に行うのか。 

 

その予定である。 

 

 

ＰＴＡ部会の決定事項について承認してよいか。 

 

＜はいの声多数あり＞ 

 

ＰＴＡ部会の決定事項を承認する。 

次に、教育課程部会について事務局からの説明を求

める。 

 

交流授業について、予定していた授業が二つ中止に

なっている。理由は、バスの日程の都合が合わなかっ

たからである。学年順で、１年生は１１月６日、「秋を

見つけよう」ということで、羽生水郷公園にて交流を

行った。 

２年生は、１学期にザリガニ釣りを予定していた

が、先述のとおり中止となった。 
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委員長 

 

委員 

 

 

事務局 

(学校教育課長) 

 

 

 

委員 

 

事務局 

(学校教育課長) 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

３年生は、６月２４日、ムジナモ集会を羽生水郷公

園で行った。 

４年生は、５月２１日、１回目の授業交流を行った。

２回目は１１月１３日に予定していたが、先述のとお

り延期となった。 

５年生は、林間学校の準備会及び、３校合同で林間

学校に行った。 

６年生は、５月１６日、陸上練習を行っている。 

５年生以外の学年について、３学期も交流授業を予

定している。交流授業以外についても、新校開校を迎

えるに当たっての具体的な教育課程、授業内容等を、

各学校と計画していく。 

教育課程部会からの報告は、以上である。 

 

 事務局の説明に対し、意見・質問を求めた。 

 

バスについて、依頼はしたが手配できなかったとい

うことか。 

 

そのとおりである。中止となった２回について、事

前に４社から見積りを取ったが、どうしても日程の折

り合いがつかず、会社から辞退の報告があった。それ

以外の日程については、全て契約ができた。 

 

バス会社はスクールバス運行事業者か。 

 

運行事業者を含め、４社から見積りを取っている。 

 また、１点補足がある。現在、井泉小で工事を行っ

ており、特別教室が使えなくなっているため、教育課

程の遵守が難しくなっている。よって、特別教室の授

業についても、バスで移動し、三田ヶ谷小、村君小、

どちらも難しければ東中を使いながら特別教室での

教育課程授業の確保を行っている。 

 

教育課程部会の決定事項について承認してよいか。 
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（２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜はいの声多数＞ 

 

教育課程部会の決定事項について承認する。 

次に、議事（２）その他で意見・質問を求めた。 

 

三田ヶ谷小と村君小の跡地の利活用について、市で

検討している。現状、１１月１７日（日）午前９時か

ら、三田ヶ谷小体育館、同日午前１１時から、村君小

体育館でそれぞれ地元説明会を開催する。こちらは、

広報はにゅうに掲載したほか、各地区では回覧板にて

告知した。来場予定者数は不明であるが、地元の方に

しっかりと説明したい。 

 

地元説明会の中でより具体的に今後の展望につい

て話す予定か。 

 

そのとおりである。方針等を説明し、それに興味を

示した民間事業所の力を活用する予定であるため、ど

ういった事業所が手を挙げるかが、今後の展開になる

と思う。市長からは、できる限り早く学校を活用する

方向で動くよう指示されているため、校庭等が荒れる

前に活用できるよう検討している。 

 

民間事業者が利用することになった場合、契約内容

にもよると思うが、災害時の避難所としての役割はど

うなるのか。 

 

三田ヶ谷地区と村君地区で行われた市民座談会で

も話題になっており、避難所としての役割を維持でき

るのか関心が集まっている。どういった事業所が手を

挙げてくるかわからないが、仕様書の中に避難所とし

ての活用についても記載したいと考えている。行田市

の例では、食品会社に決まると一般の方は入りづらく

なるため、その場合は別途検討する必要がある。そう

いった検討も進めながら、併せて説明したい。 
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委員 

 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(教育総務課長) 

 

西・南中学校区の小学校の再編成について、当初の

スケジュールでは、令和６年中に決定する予定であっ

たと思う。進捗状況を教えてほしい。 

 

西・南中学校区の小学校の再編成については、審議

会にて基本方針案を作成し、９月３日から３０日にか

けて対象となる小学校７校の保護者と３年生から６

年生の児童にアンケートを実施した。基本方針案の内

容については、（１）羽生北小と川俣小を再編成し、羽

生北小の校舎を使用する、（２）新郷第一小と岩瀬小を

再編成し、岩瀬小の校舎を使用する、（３）新郷第一小

は小規模特認校としてそのまま残す、（４）新郷第二小

の下新田地区と下新郷地区うち、下新田地区を岩瀬小

と再編成し、岩瀬小の校舎を使用する、（５）下新郷地

区を須影小と再編成し、須影小の校舎を使用する、

（６）羽生南小については、当面の間、再編成をしな

いとする、の六つである。結果の概要は、全体的な案

としては、保護者の約６割が賛成であったが、各案そ

れぞれについては、再編成されてしまう川俣小と新郷

第二小の保護者の、過半数が反対であった。同じ内容

で子どもたちにもアンケートを行ったところ、川俣小

の児童は反対意見の方が多かったが、新郷第二小の児

童は、賛成の方が多かった。適正規模審議会を１１月

７日に開催し、アンケート結果を報告し、協議したと

ころであるが、実際に審議会でどういった案で教育委

員会に答申するかについては、引き続き協議すること

になったため、１２月の審議会でどのような方針とす

るか決定する。 

アンケートを実施したことと、アンケート結果につ

いて、後日ホームページにて公表するとともに、１２

月の広報はにゅうにてその旨周知するので、御確認い

ただきたい。 

 

次回の日程についてである。学校運営部会、通学部

会、ＰＴＡ部会は、専門部会として協議すべき事項に

ついて、ほぼ全て決定することができたため、協議を
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４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

司 会 

 

 

 

 

 

 

司 会 

 

 

終了する。 

教育課程部会については、引き続き交流事業を実施

するが、実施状況については、再編成だより等の配布

により報告したい。 

再編成準備委員会の役割は、各専門部会で検討した

事項について報告を受け、協議し、新たな学校の開校

に向けて意見を集約することであるため、部会が終了

したことをもって、委員の皆様の異存がなければ、本

日の会議で協議を終了したい。 

 

本日の会議で協議を終了してよいか。 

 

＜はいと発言あり＞ 

 

本日で会議を終了する。 

 

会議の終了にあたり、学校教育部長から謝意を申し

上げる。 

 

＜橋本学校教育部長謝意＞ 

 

＜藤間副委員長あいさつ＞ 

 

第１１回井泉小学校・三田ヶ谷小学校・村君小学校

再編成準備委員会を開会とした。 

 

【配布資料】 

 資料１ 専門部会進捗状況 

学校運営部会、通学部会、ＰＴＡ部会の配布資料一式 

 


